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●臨海部防災拠点機能の強化
被災者の避難等に資する広場、緊急物資の保管施設等を備えた臨海部防災拠点の整備を推進する。特

に、地方公共団体単独では対応が不可能な甚大で広域的な大規模地震等による首都圏の被害に対して、国
と地方公共団体が協力した迅速かつ円滑な応急復旧活動の展開による我が国の中枢機能の早急な回復を図
るため、川崎港東扇島地区において基幹的広域防災拠点の整備を推進する。

Ⅱ．重点事項

3 安心・安全な地域づくり『安全』
① 大規模災害への対応力強化

●震災時におけるゲートウェイ機能の強化
大規模震災時における避難者や緊急物資等の輸送を確保するため、耐震強化岸壁の整備、緊急輸送ルー

トに接続する臨港道路の耐震強化、オープンスペースの確保等、震災時におけるゲートウェイ機能を強化
する総合的な対策を推進する。特に、大規模地震の切迫する東海地震や東南海・南海地震対象地域におい
て、耐震強化岸壁の整備等を重点的に行う。（衣浦港等）

○事業費145億円（対前年度比1.14）、国費86億円（対前年度比1.16）

さらに、広域的な社会経済活動への影響を最小限にするため、耐震強化された国際海上コンテナターミ
ナルの整備を推進する。（名古屋港、大阪港等）

指標：港湾による緊急物資供給可能人口【約1,900万人（H14）→約2,000万（H15）→約2,600万人（H19）】

■緊急物資等の輸送を確保するゲートウェイ機能の強化
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■川崎港東扇島地区基幹的広域防災拠点

基幹的広域防災拠点整備の機能分担

東京港

川崎港
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第一部　港湾関係事業

ロ）G8合意、改正SOLAS条約を踏まえた港湾の保安対策の適確な実施の確保
①シーアイランド・サミット（2004年6月）でのＧ8諸国の合意を踏まえて、港湾施設の保安に関す
る監査手法及びチェックリストをＧ8共同で開発し、監査を実施する。
②IMO（国際海事機関）における海上人命安全条約（SOLAS条約）附属書の改正の採択（2002年
12月）に対応した国内法「国際船舶・港湾保安法」に基づき、国が承認した埠頭保安規程、水域保
安規程の適確な実施を確保するため、監査を実施する。

② 港湾・海域の保安対策の強化

イ）国際港湾における水際対策
平成15年12月の「空港・港湾における水際対策幹事会」（主宰：内閣危機管理監）決定に基づき、

「水際危機管理チーム」を内閣官房に、及び「港湾保安委員会」を各国際港湾に設置し（設置対象港湾
125港）、日常的に各機関の連携による保安の向上と入国管理の強化を図ることが決定された。
このような状況を踏まえ、港湾の保安の向上のためには、自己警備と警察・CIQ機関との連携が必要不

可欠であることから、港湾施設に関し国際的に改正SOLAS条約の履行等自己警備強化の総括責任者であ
る国（港湾局・地方整備局等）が港湾施設の保安に係る情報収集・分析、監視体制の強化を支援、監督、
推進する。

港湾管理者の役割：
　自己警備主体として、保安計画
　に基づく国際水域施設等の保安
　対策を実施

港湾施設管理者等への警戒指示
港湾管理の効率化への支援

出入管理の実施 制限区域の設定・管理

制限水域の設定・管理

内外の監視

出入管理装置

ヤード内監視カメラ

ヤード内監視カメラ

ゲート フェンス

照明

境界監視カメラ

照明

情報収集

埠頭施設管理者の役割：
　自己警備主体として、保安計画に基づ
　く国際埠頭施設の保安対策を実施

国際水域施設

国際埠頭施設

公共

公社

A港 B港 C港

民間A
民間B
民間C

開発保全航路

港湾区域

国（港湾局・地方整備局等）の役割：
　自己警備側の総括責任者としてSOLAS条約履行等港湾・海域の保安を確保するための施策の企画・
　実施・監督・指導

個別施設の保安対策の強化 港湾全体・水域の保安対策の強化

■国際船舶・港湾保安法に基づき、港湾施設保安
　評価、保安計画の承認、監査の実施、必要に応
　じ、改善勧告、是正命令、保安管理者の解任を
　実施

■港湾施設の利用状況、船舶の動静、問題船の把
　握等、港湾施設に関する情報収集、整理、分析等
■港湾保安委員会等を活用した港湾全体の保安対
　策を推進
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Ⅱ．重点事項

ニ）海域の保安対策の強化
海域におけるテロ行為による直接の甚大な経済的影響、環境被害等を未然に防止するとともに港湾運

営の効率化に資するため､港湾等を利用する船舶の動静、問題船等の情報の把握・分析・提供を行うとと
もに海事3局（海事局、港湾局、海上保安庁）の間で業務を効率的・効果的に進めるため入港船舶等に関
する総合情報基盤（海事3局連携データベース）を整備する。（行政経費）【国費：0.1億円】

Ａ施設

管理棟管理棟 管理棟管理棟

Ｂ施設

将来のイメージ図将来のイメージ図

ゲート

顔の読取用カメラ

コンテナダメージチェック

コンテナ予約確認
車両No.確認
ドライバーNo.等

・迅速な入構
・出入者・車両確認の徹底

・コンテナ搬出入手続きの自動化
・出入者・車両確認の自動化
・出入者・車両確認システムの全国共通化

保安性を有した先進的・先導的ゲート
ゲートシステムの全国共通化

ＩＴを活用したノンストップゲートシステムの構築

ゲート効率化支援
システム

課題 ゲート待ち時間の短縮 出入者・車両確認の徹底

【入港船舶等に関する総合情報基盤（海事3局連携データベース）の整備】

問題のある船舶・行為の早期発見
警戒
関係機関への通報

港湾施設管理者の実施する港湾サービスの高度化に貢献

存在する外航船舶の位置、船舶のステイタスのリアルタイムの把握

入港船舶等に関する総合情報基盤（海事3局連携データベース）の整備

海事3局（海事局、港湾局、海上保安庁）が、それぞれ保有する船舶の情報を統
合・共有し、情報分析力の向上等を通じて効率的、効果的に業務を進めることが必要

国際船舶・港湾保安法、油賠法等に基づく新規事務の発生。PSC等の需要増大。

港湾の利用情報

船舶保安情報

ハ）物流の効率性と保安性の両立のためのゲートの高度化
次世代高規格コンテナターミナル形成に向けた支援方策の一つとして、コンテナ貨物の搬入・搬出の

予約確認、コンテナのダメージチェック、出入者・車両の出入資格の正当性の確認等に要している時間を
短縮し、人と貨物のゲート通過の迅速性の向上及び保安性の確保を行うことを目的に、コンテナターミナ
ルゲートシステムの自動化及び共通化に向けた実証実験を行う。（行政経費）【国費：0.6億円】


